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小

泉
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一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
平
成
一
三
年
の
参
議
院
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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九
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日
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領

答

弁

第

一

〇

号



衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
平
成
一
三
年
の
参
議
院
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
質
問
は
、
御
指
摘
の
政
党
が
開
設
し
又
は
更
新
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
一
定
の
事
項
を
掲
載
す
る
等
の
行
為
が
公
職
選

挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
九
条
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
百
一

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
行
為
が
こ
れ
ら
の
規
定
に

違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
一
か
ら
三
ま
で
に
お
い
て
御
指
摘
の
公
示
日
前
に
す
る
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
る
当
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

の
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
百
二
十

九
条
及
び
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

さ
ら
に
、
三
に
お
い
て
御
指
摘
の
公
示
日
後
に
す
る
更
新
は
、
当
該
更
新
に
よ
る
当
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
文
字
等
を
用

い
た
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。
ま

た
、
当
該
更
新
は
、
当
該
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

一



当
該
更
新
が
同
項
の
禁
止
を
免
れ
る
行
為
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
同
法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
、
当
該
意
識
の

表
示
に
当
該
公
示
に
係
る
選
挙
の
候
補
者
の
氏
名
又
は
そ
の
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
同
法
第
二

百
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

御
質
問
は
、
御
指
摘
の
候
補
者
が
開
設
し
又
は
更
新
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
「
候
補
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
と
い

う
。
）
等
に
一
定
の
事
項
を
掲
載
す
る
等
の
行
為
が
公
職
選
挙
法
第
百
二
十
九
条
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
行
為
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
四
及
び
五
に
お
い
て
御
指
摘
の
公
示
日
前
に
す
る
候
補
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
他
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ヘ
の
リ
ン

ク
を
設
け
る
行
為
は
、
当
該
行
為
に
よ
る
当
該
候
補
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
同
法
第
百
二
十
九
条
又
は
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

他
方
、
四
に
お
い
て
御
指
摘
の
公
示
日
後
に
す
る
リ
ン
ク
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新
は
、
当
該
更
新
に
よ
る
当
該
リ
ン

二



ク
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
同
項
の
規
定
に
、
当
該
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
当
該
更
新
が
同
項
の
禁
止
を
免
れ
る
行
為
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
同
法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
五
に
お
い
て
御
指
摘
の
公
示
日
後
に
す
る
リ
ン
ク
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
聞
く
こ
と
の
で
き
る

音
声
の
内
容
の
更
新
は
、
当
該
リ
ン
ク
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
な
い
場
合
又
は
文

字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
あ
っ
て
も
当
該
意
識
の
表
示
が
同
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

三


